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令 和 ４ 年 ３ 月 ９ 日 

政策経営部情報システム課 

 

江東区個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び 

提供に関する条例の一部を改正する条例について 

 

１ 改正の理由 

 行政運営の効率化及び区民の利便性向上の観点から、地方公共団体が独自に

個人番号を利活用する独自事務及び特定個人情報の利用範囲を拡充するととも

に規定の整備を行うため、条例の一部を改正する。 
  

２ 改正の概要 

（１）執行機関内において特定個人情報を利用することができる事務として

新たに心身障害者の医療費の助成に関する事務を追加する。（別表第１、

別表第２関係） 
 （２）「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律」の一部改正に伴い、引用条文の改正（号ずれへの対応）を行う。（第

１条、第５条関係） 
 
３ 新旧対照表 

 別紙のとおり 

 

４ 施行期日 

 令和４年６月１日から施行する。ただし、第１条、第５条の改正規定は、公布

の日から施行する。 
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江東区個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例 新旧対照表 

現行 改正案 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する

法律（平成２５年法律第２７号。以下「法」

という。）第９条第２項の規定に基づく個人

番号及び特定個人情報の利用並びに法第１９

条第１０号の規定に基づく特定個人情報の提

供に関し必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この条例は、行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する

法律（平成２５年法律第２７号。以下「法」

という。）第９条第２項の規定に基づく個人

番号及び特定個人情報の利用並びに法第１９

条第１１号の規定に基づく特定個人情報の提

供に関し必要な事項を定めるものとする。 

第２条～第４条 （略） 第２条～第４条 （略） 

（特定個人情報の提供） （特定個人情報の提供） 

第５条 法第１９条第１０号の条例で定める特

定個人情報を提供することができる場合は、

別表第３の第１欄に掲げる執行機関が、同表

の第３欄に掲げる執行機関に対し、同表の第

２欄に掲げる事務を処理するために必要な同

表の第４欄に掲げる特定個人情報の提供を求

めた場合において、同表の第３欄に掲げる執

行機関が当該特定個人情報を提供するときと

する。 

第５条 法第１９条第１１号の条例で定める特

定個人情報を提供することができる場合は、

別表第３の第１欄に掲げる執行機関が、同表

の第３欄に掲げる執行機関に対し、同表の第

２欄に掲げる事務を処理するために必要な同

表の第４欄に掲げる特定個人情報の提供を求

めた場合において、同表の第３欄に掲げる執

行機関が当該特定個人情報を提供するときと

する。 

第６条 （略） 第６条 （略） 

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係） 

執行機関 事務 

（略） 

８ 区長 身体障害者に対する福祉電話料金の

助成に関する事務であって規則で定

めるもの 

 

 

 

 

９～２５ （略） 
 

執行機関 事務 

（略） 

８ 区長 身体障害者に対する福祉電話料金の

助成に関する事務であって規則で定

めるもの 

９ 区長 心身障害者の医療費の助成に関する

条例（昭和４９年東京都条例第２０

号）による医療費の助成に関する事

務であって規則で定めるもの 

１０～２６ （略） 
 

別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係） 

執行機

関 

事務 特定個人情報 

（略） 

２３ 身体障害障害者関係情報、地方税関係情

執行機

関 

事務 特定個人情報 

（略） 

２３ 身体障害障害者関係情報、地方税関係情
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区長 者に対す 報、障害者の日常生活及び社会

 る福祉電

話料金の

助成に関

する事務

であって

規則で定

めるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活を総合的に支援するため

の法律による療養介護若しく

は施設入所支援に関する情報

又は老人福祉法による福祉の

措置に関する情報であって規

則で定めるもの 

２４～ 

５４ 

（略） （略） 

 

区長 者に対す 報、障害者の日常生活及び社会 

 る福祉電

話料金の

助成に関

する事務

であって

規則で定

めるもの 

 

生活を総合的に支援するため

の法律による療養介護若しく

は施設入所支援に関する情報

又は老人福祉法による福祉の

措置に関する情報であって規

則で定めるもの 

２ ４  

区長 

心身障害

者の医療

費の助成

に関する

条例によ

る医療費

の助成に

関する事

務であっ

て規則で

定めるも

の 

地方税関係情報、障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律による自

立支援給付の支給に関する情

報、児童福祉法による障害児入

所支援に関する情報、障害者関

係情報、生活保護関係情報、外

国人生活保護関係情報、中国残

留邦人等支援給付等関係情報

又は障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するた

めの法律第７条に規定する他

の法令により行われる給付の

支給に関する情報であって規

則で定めるもの 

２５～ 

５５ 

（略） （略） 

 

別表第３ （略） 別表第３ （略） 

    附 則 

 この条例は、令和４年６月１日から施行する。

ただし、第１条及び第５条の改正規定は、公布

の日から施行する。 

 


